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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年４月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１月２４日 １１時３３分ごろ 

発生場所 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 

那覇港那覇防波堤北灯台から真方位２１８°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°１１.８′ 東経１２７°３７.１′） 

事故の概要  漁船第一隆
りゅう

清
せい

丸は、南南西進中、干出浜に乗り揚げた。 

 第一隆清丸は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第一隆清丸、９.７トン 

ＯＮ２－３０８１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.４５ｍ（Lr）×２.８８ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３５.００kＷ、平成５年８月２日 

第２９５－３５０２５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日  平成１５年９月５日 

免許証交付日 平成２５年９月３日 

        （平成３０年９月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口、主機及び舵等が脱落（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約６.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.９ｍ、潮汐 高潮期 

那覇市には、平成３０年１月２４日０７時２４分に強風注意報及び

波浪注意報が発表されており、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人（日本国籍１人、インドネシア共和国籍３

人）が乗り組み、沖縄本島南方沖の漁場に向けて那覇市泊漁港を出港

し、那覇防波堤を通過した後、自動操舵装置の操舵モードを遠隔から

自動に切り替え、約７ノットの対地速力で航行していた。 

船長は、機関室のビルジを排出するように指示していた甲板員１人

（以下「甲板員Ａ」という。）から機関室船尾側に備え付けたビルジ
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ポンプが動かない旨の報告を受けたので、予備のビルジポンプに交換

するよう指示した。 

船長は、那覇港中央灯浮標を通過して南西進中、那覇空港西方沖の

干出浜から距離を離して通過するつもりで自動操舵装置の針路設定を

少し左に転じ、操舵室前面の台に立って同室上部の窓から前方を見て

他船を認めず、ビルジポンプの交換作業が気になって、操舵室から離

れて機関室の上部で同作業を見て、操舵室に戻ると前方を見ることを

３回程度繰り返し行っていた。 

船長は、南南西進中、作業を終えた甲板員Ａから水深が浅いという

ことを聞いて、周囲を見ると右舷船首方に琉球大瀬灯標を認め、那覇

空港西方沖の干出浜に近寄っていると思い、針路設定ダイヤルを右に

回し、更に手動操舵に切り替えて右舵一杯を取ったが、平成３０年１

月２４日１１時３３分ごろ船底に衝撃を感じた。 

船長は、乗り揚げたと思い、機関を後進にかけて離礁を試みたもの

の離礁できず、本船が船尾方からの波によって更に干出浜側に押さ

れ、機関室に浸水して左舷側に傾いたので、漁業無線局を経由して、

海上保安庁に救助を要請した。 

乗組員全員は、救命胴衣を着用し、右舷側に膨張式救命いかだ（以

下「救命いかだ」という。）を投下したものの、展張しなかったの

で、操舵室前の甲板上で救助を待っていたところ、来援した海上保安

庁のヘリコプタに救助され、那覇空港に運ばれた。 

本船の南側の海面には、長さ約１,０００ｍ、幅約５０ｍの浮流油

が認められたが、拡散して消滅し、新たな油の流出が認められなくな

った。 

救命いかだは、回収する際に展張し、巡視艇により運ばれた。 

本船は、船舶所有者が手配した引船により引き出され、沖縄県糸満

市糸満漁港にえい
．．

航され、陸揚げされた。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 本事

故後の本船（海上保安庁提供）、写真２ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

海図Ｗ２２２Ａ（沖縄島南部）によれば、那覇空港の西方には、干

出浜が広がり、同干出浜の西端には、西方位標識（標識の西側に可航

水域があり、東側に浅瀬等の障害物があるなどの意味を持つ。）であ

る琉球大瀬灯標が設置されている。 

船長は、ふだん泊漁港を出港して那覇空港西方沖に向けて航行する

際、ＧＰＳプロッターの画面を見て、那覇空港西方沖の干出浜から西

方に約１～１.５Ｍの距離を離して航行しており、本事故当時も同じ

程度の距離を離して航行する予定であった。 

船長は、那覇空港西方沖に向けて航行中、ＧＰＳプロッターの画面

を見たものの、船位の確認を行っていなかった。 
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船長は、操舵室を離れる際に前方を見たが、甲板員Ａがビルジポン

プの交換作業に慣れていないのではないかと思い、同作業が気になっ

ていて、琉球大瀬灯標を見ていなかった。 

甲板員Ａは、船長から予備のビルジポンプに交換するよう指示を受

け、機関室船尾側でビルジポンプを交換しようとしたときにビルジポ

ンプの結線が外れていることに気付き、結線をつなぎ直して作業を終

えた。 

甲板員３人は、甲板員Ａが行う作業を手伝った後、操舵室後方の居

室に入って休息していた。 

救命いかだの取扱説明書によれば、使用方法（抜粋）は次のとおり

である。 

・もやい綱、自動索を積付け台または船体の一部に縛り付けて下さ

い。 

・投下の際に障害となる物がないか、確認して下さい。 

・喫水が低く、投下しても自動展張しない場合は自動索を引き抜い

て展張させて下さい。 

船長は、救命いかだを投下すると自動的に展張すると思っており、

自動索があることを知らなかった。 

甲板員Ａは、船体に取り付けたロープにもやい綱を結んで、甲板員

３人と共に救命いかだを右舷側に投下したが、ほかの索を取り付けた

かどうか分からなかった。 

本船は、本事故当時、約４～５kℓ のＡ重油を搭載していたが、船

底外板の破口等により全量流出した。 

船長は、約２２年間本船に乗り組み、本事故発生海域の航行経験が

豊富であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、那覇空港西方沖を南南西進中、船長が、ビルジポンプの交

換作業が気になり、機関室の上部で同作業を見て操舵室に戻ることを

繰り返し行い、前路の見張りを適切に行っていなかったことから、琉

球大瀬灯標に気付くのが遅れ、那覇空港西方沖の干出浜に乗り揚げた

ものと考えられる。 

本船は、救命いかだを投下したものの、展張しなかったことから、

自動索を船体の一部に取り付けていなかった可能性があると考えられ

るが、自動索の取扱い状況については、明らかにすることができなか

った。 

原因 本事故は、本船が、那覇空港西方沖を南南西進中、船長が、ビルジ

ポンプの交換作業が気になり、機関室の上部で同作業を見て操舵室に
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戻ることを繰り返して行い、前路の見張りを適切に行っていなかった

ため、琉球大瀬灯標に気付くのが遅れ、那覇空港西方沖の干出浜に乗

り揚げたものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航海当直者は、航海当直に専念すること。 

・岩礁、浅瀬等の障害物を示す標識を目視するなどして適切な見張

りを行うこと。 

・浅瀬付近を航行する場合には、慣れた海域であっても、コンパ

ス、ＧＰＳ、レーダー等の航海計器を活用し、船位及び針路を確

認すること。 

・救命いかだを搭載している場合、使用方法を習熟しておくこと。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北緯 東経

（°－′－″） （°－′－″）

10:59:44 26-13-20.1 127-39-29.3 248.2 6.9

11:04:45 26-13-23.5 127-38-52.2 299.8 6.4

11:09:45 26-13-40.0 127-38-21.0 256.2 7.6

11:14:46 26-13-18.0 127-37-52.9 227.9 5.5

11:19:44 26-13-02.4 127-37-37.4 226.6 4.3

11:22:45 26-12-51.9 127-37-29.6 204.4 4.6

11:23:45 26-12-47.3 127-37-27.4 198.2 5.3

11:25:45 26-12-35.0 127-37-24.0 203.9 6.1

11:27:44 26-12-22.2 127-37-19.8 200.0 7.6

11:29:45 26-12-09.3 127-37-15.3 208.3 7.9

11:30:44 26-12-03.4 127-37-12.8 193.1 5.0

11:31:45 26-11-57.6 127-37-10.5 205.8 5.2

11:32:16 26-11-54.1 127-37-09.2 192.9 7.5

11:33:45 26-11-48.8 127-37-08.1 193.0 0.7

11:34:45 26-11-48.5 127-37-08.3 149.4 0.6

11:35:44 26-11-47.8 127-37-08.4 222.5 2.8

11:36:47 26-11-47.5 127-37-08.5 190.5 0.2

11:37:45 26-11-47.4 127-37-08.5 204.4 0.7

船　　位※

時刻
（時：分：秒）

対地針路※

（°）

対地速度
(kn)

写真１ 本事故後の本船（海上保安庁提供） 写真２ 本船の損傷状況 

船底外板に破口 


